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現過半数代表者に関する信任投票のお知ら

せです。 

業務掲示にもありますが、今回信任投票が行

われます。 

 

実施理由は、テンポラリースタッフ安全研修

の講義において運営に携わっていた一部の

管理者から、過半数代表者選出に繋がりかね

ない不適切な発言がありました。 

 

○○代表は、テンポラリースタッフの安全意

識の向上のためにシミュレーター体験に関

わっていました。 

しかし、講義には全く関わりはありません。 

信任投票の掲示が出たあと、社友会幹事と

して信任投票の実施について会社に異議を

伝えましたが、これまでの○○代表の活躍

状況を鑑みて再選出ではなく、信任投票に

なると会社から回答されました。 

皆さんとの関わりを大事にし、職場・エリア

のために責任感を持って行動している○○

代表を変わらず応援していきませんか。 

幹事 

問題点① 

全社員に「疑義」について何らの説明もないの

に社友会のみに説明している 

ポイント☞明らかに社員差別です！情報提供に差が

ある中での「信任投票」は認められません！ 
 

問題点② 

会社が過半数代表者の活躍を評価している 

ポイント☞労働基準法施行規則第６条の２の３項で

「使用者は、労働者が過半数代表者であるとこと若し

くは過半数代表者になろうとしていたこと又は過半数

代表者として正当な行為をしたことを理由として不利

益な取扱いをしないようにしなければならない」と謳

われています。会社が過半数代表者の活躍を評価する

こと自体が「使用者の意向」ではないでしょうか。 
 

問題点③ 

棄権しても「信任」となってしまう投票方法 

ポイント☞「投票しなければ信任とみなす」や「不信

任の場合のみ投票する」は不適切です 
 

問題点④ 

統括センターを一つの事業場とすること 
ポイント☞ 

現行の過半数代表者

が活躍しているから

「再選出」ではなく 

「信任投票」 

だったの！？ 
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